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佐野市こどもクラブ運営業務委託プロポーザル実施要領 

 

１ 業務の概要 

（１）業務名 佐野市こどもクラブ運営業務委託 

（２）業務目的 本市が保有するこどもクラブの運営を行う。 

（３）業務内容 別紙「佐野市こどもクラブ運営委託業務内容説明書」（以下、「説明書」とい

う。）を参照のこと。 

（４）履行期限 契約締結日から令和１３年３月３１日まで 

（５）提案限度価格 1,470,977,000 円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

※この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を示すためのもので

ある。ただし、見積書を提出する際は、提案限度価格を越えることはできない。 

（６）プロポーザル方式により契約候補者を特定する理由 

  本業務は、放課後児童健全育成事業に対する理解度やクラブ指導員の人材確保方策、運営

方法等が非常に重要となる。クラブの運営委託に当たり、質の高い健全育成を実現するため、

価格による競争ではなく、事業に対する理解度や運営力、指導員確保の方策等、事業者の持

つノウハウを最大限活用していく必要があることから、プロポーザル方式により契約候補者

を特定するものである。 

（７）対象施設 本業務の対象施設は以下のとおりとする。 

 施設名 所在地 【参考】R7.5

入所児童数 

第２犬伏東こどもクラブ 佐野市伊勢山町１５３４（犬伏東小学校敷地内） 33 人 

第３犬伏東こどもクラブ 佐野市伊勢山町１５３４（犬伏東小学校敷地内） 34 人 

第１城北こどもクラブ 佐野市堀米町１１７８－１ 42 人 

第２城北こどもクラブ 佐野市堀米町１１７８－１ 43 人 

第３城北こどもクラブ 佐野市堀米町１１５６（城北小学校敷地内） 44 人 

第４城北こどもクラブ 佐野市堀米町１１５６（城北小学校敷地内） 44 人 

第５城北こどもクラブ 佐野市堀米町１１５６（城北小学校敷地内） 42 人 

第６城北こどもクラブ 佐野市堀米町１１５６（城北小学校敷地内） 40 人 

旗川こどもクラブ 佐野市並木町９６４－８（旗川小学校敷地内） 47 人 

第２旗川こどもクラブ 佐野市並木町９５７－１（旗川小学校校舎内） 33 人 

赤見こどもクラブ 佐野市赤見町３０８２（赤見地区公民館内） 21 人 

第２赤見こどもクラブ 佐野市赤見町３２２９（赤見小学校校舎内） 21 人 

第２石塚こどもクラブ 佐野市石塚町１４０８－２（石塚小学校校舎内） 23 人 

出流原こどもクラブ 佐野市出流原町１０３８－１（出流原小学校校舎内） 10 人 

第２田沼こどもクラブ 佐野市田沼町６１８－１（田沼小学校敷地内） 39 人 

第３田沼こどもクラブ 佐野市田沼町６１８－１（田沼小学校敷地内） 39 人 

吉水こどもクラブ 佐野市吉水町８３２（吉水小学校敷地内） 46 人 

第２吉水こどもクラブ 佐野市吉水町８３２（吉水小学校敷地内） 53 人 
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栃本こどもクラブ 佐野市栃本町１０３７（栃本小学校敷地内） 17 人 

多田こどもクラブ 佐野市多田町９９８（多田小学校校舎内） 20 人 

第１あそ野こどもクラブ 佐野市田沼町９７４－４（田沼行政センター敷地内） 44 人 

第２あそ野こどもクラブ 佐野市田沼町９７４－４（田沼行政センター敷地内） 45 人 

第３あそ野こどもクラブ 佐野市田沼町９７４－４（田沼行政センター敷地内） 44 人 

第４あそ野こどもクラブ 佐野市田沼町９７４－４（田沼行政センター敷地内） 45 人 

第１葛生こどもクラブ 佐野市葛生西３－４－１（葛生義務教育学校敷地内） 21 人 

第２葛生こどもクラブ 佐野市葛生西３－４－１（葛生義務教育学校敷地内） 24 人 

(仮称)第３吉水こどもクラブ 佐野市小見町７５２（田沼南部地区公民館内） 16 人 

※(仮称)第３吉水こどもクラブは、令和７年度末完成予定のため、入所見込人数を記載。 

 旗川・第２旗川こどもクラブは令和９年度までの委託。 

 

（８）業務実施上の条件 

① 本業務を遂行するに当たり、必要とされる関係法令（法律、政令、条例、規則、規定等）

を遵守するものとする。 

② 委託業務に重大な支障が生じぬよう、自らの費用負担により体制を整備するとともに、

常にこれに対処できるよう十分な人員（責任者等）を配置するものとする。 

③ その他業務に必要な事項は、仕様書による。 

 

２ 提案書提出者に要求される資格要件 

要件公告日現在、佐野市物品等競争入札参加資格者名簿に登録されている者のうち、U03

福祉・医療関係業務又は U08 その他の役務の提供に登録のある事業者で、開札の日までにお

いて次の資格をすべて満たしていること。 

（１）こどもクラブ運営について、地方公共団体からの業務受託実績が２年以上ある法人であ

り、本市内に事業所を有する団体であること。なお、参加時点で本市内に法人事業所を有

しない法人が候補者に選定された場合には、令和８年３月３１日までに本市内に事業所を

置くこと。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（同令第１６７条の１１

第１項において準用する場合も含む。）の規定に該当するものでないこと。 

（３）佐野市競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止を受けている期間中でないこ

と。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に規

定する暴力団・暴力団員及びその利益となる活動を行うものでないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定により更生手続き開始の申し立てがな

されていないこと、または民事再生法（平成１１年法律第２２５号)の規定により再生手

続開始の申立てがなされていないこと。ただし、会社更生法の規定による更生計画または

民事再生法の規定による再生計画について、裁判所の認可決定を受けた者を除く。 

（６）市税の滞納のない者であること。 
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３ 選定スケジュール 

実施内容 実施時期（令和７年度） 

実施手続き開始の公告、説明書の交付 令和７年６月２７日（金） 

参加表明書の提出期限  令和７年７月１１日（金） 

提案資格確認結果及び提案書の提出要請の

通知(予定) 

令和７年７月２８日（月） 

質問受付締切 令和７年８月４日（月） 

質問回答(予定) 令和７年８月１８日（月） 

提案書の提出期限  令和７年９月８日（月） 

プレゼンテーション及び質疑応答(予定) 令和７年１０月上旬 

特定・非特定通知書の通知  令和７年１０月中旬 

 

４ 参加表明書の作成様式、記載上の留意事項及び問合せ先 

（１）参加表明書の作成様式 

ア 参加表明書（様式：ホームページ①プロポーザル参加表明書） 

イ 参加資格要件確認表（様式：ホームページ②参加資格要件確認表） 

ウ 提案企業概要調書（様式：ホームページ③提案企業概要調書） 

（２）記載上の留意事項 

  各様式に記載している事項に注意し、必要に応じ指示する資料を添付すること。 

（３）問合せ先（担当課） 

〒327-8501 栃木県佐野市高砂町１番地 

佐野市こども福祉部こども課こども育成係（担当：赤瀬） 

TEL 0283-20-3023(直通) 

FAX 0283-24-2708 

e-mail：kodomo@city.sano.lg.jp 

※参加表明に関する質問については、電子メールによるものとする。 

 

５ 参加表明書の提出期限及び提出方法 

（１）提出期限 令和７年７月１１日(金)午後５時１５分まで（必着） 

（２）提出場所 ４(３)に同じ。 

（３）提出方法 持参または郵送とする。郵送で提出する場合は、「書留」、「簡易書留」、「配達

記録」のいずれかの方法によるものとし、メール便は不可とする。持参による場合は、休

日を除く、午前８時３０分から午後５時１５分までに提出すること。 

（４）提出部数 参加表明書等の提出部数は、４（１）ア、イ、ウを正１部とする。なお、貸

借対照表、損益計算書、利益処分計算書、過去３年以内の同種または類似の業務実績がわ

かるものを正に１部添付すること。 

  ※地方公共団体との契約書の写しを提出する場合には、頭紙とすること。 
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６ 提案書の提出を選定するための基準 

提案書の提出を選定するための評価事項は次のとおりである。なお、資格要件については、

全て満たす場合に資格ありとし、提案書の評価には加点しない。満たさないものがある場合は

選定しない。 

評価要件 評 価 事 項 

１資格要件 当該業務において設定された提案書の提出者に要求され

る資格要件を満たしているかどうか 

２企業の経営状況 当該業務に取り組むことが可能な経営状況にあるか 

３同種又は類似業務の実績 設定した業務分野に対して実績があるか 

 

７ 提案書提出者の選定及び非選定に関する事項 

参加表明書の添付書類により、本プロポーザルの提案資格を満たす者であるかを確認し、そ

の結果を次のとおり通知する。 

（１）確認を行った結果、提案書の提出者として認められた者に対しては、提案書の提出者に

選定された旨、プロポーザル参加要請を書面により通知する。 

（２）提案書の提出者として選定されなかった者に対しては、選定されなかった旨を書面によ

り通知する。 

（３）上記（２）の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日（休日を含まな

い。）以内に、書面により、非選定理由について説明を求めることができる。なお、説明請

求の受付場所及び受付時間は以下のとおり。 

① 受付場所 ４（３）と同じ。 

② 受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで（休日を除く） 

（４）上記の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して１０日（休日を含

まない。）以内に書面により行う。 

（５）参加申込書提出後、参加を辞退するときは、特定後に送付する提出意思確認表に提出し

ない旨を標記し提出すること。なお、提出期限までに企画提案書の提出がない場合につい

ては、参加を辞退したものとみなす。 

 

８ 提案書の作成様式、記載上の留意事項及びその問合せ先 

（１）提案書（様式：ホームページ⑤提案書） 

表紙、目次及びページ番号を付すほか、別添説明書に基づき、次に掲げる事項に対して

提案書を作成すること。なお、提案書は３０ページ以内とし、以下の内容を必ず記載する

こと。 

ア 業務の実施方針及び提案内容等（任意様式：Ａ４版） 

別添説明書に記載する業務を遂行するための具体的な手法等を記載すること。また、「業

務の目的」達成のために必要な事項について、追加提案も可能とする。 

イ 放課後児童支援員（以下「支援員」という。）配置に対する提案（任意様式：Ａ４版）
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提案内容のうち「支援員配置」については、本委託業務における重要な観点となること

から、内容及び運営体制等を分かりやすく記載すること。 

  ウ 支援員の雇用に対する提案（任意様式：Ａ４版） 

支援員を確保するための具体的な方策について、わかりやすく記載すること。 

エ 業務の見積書及び見積内訳書（任意様式：Ａ４版） 

本業務に係る見積書（内訳含む）を作成すること。ただし、提案限度価格を超えること

はできない。 

（２）記載上の留意事項 

① 各様式に記載している事項に注意し、必要に応じ指示する資料を添付すること。 

② 当該業務の評価項目に照らし、提案書は可能な限り簡素でわかりやすいものとし、貢数

の制限等を守ること 

③ 見積書等は事業を運営する上で必要となる、人件費・消耗品費等、支出内容が判断でき

る情報を具体的に示すこと 

（３）問合せ先 ４（３）と同じ。 

 

９ 提案書の提出期限及び提出方法 

（１）提出期限 令和７年９月８日(月)午後５時１５分まで（必着） 

（２）提出場所 ４(３)に同じ。 

（３）提出方法 持参とし、その他の方法による提出は一切認めない。なお、提出後の差し替

え、追加はできないものとする。 

（４）提出部数 提案書等の提出部数は、８（１）アからオまでを正１部、副１０部とする。

なお、様式⑤提案書及び添付書類は、正に１部添付すること。 

また、任意様式については「Ａ４版」横書き上綴じを基本とし、図表等を使用する場合

において、Ａ４版２枚分として「Ａ３版」を使用するときには、折り綴じること。 

（５）提出書等の作成及び提出上の留意事項 

① 提出された提案書等は、提案者に無断で使用しない。ただし、候補者の選定を行う作業

に必要な範囲においては複製することとする。 

② 提出された提案書等は、提出後において内容の変更は認めない。 

 

10 要領及び説明書等に対する質問の受付期間、提出方法、提出場所及びその回答方法 

（１）質問の内容 

質問の内容は、本要領及び説明書の内容及び提案書の作成に係るもの等とし、評価及び審

査に係る質問は一切受け付けない。 

（２）受付期間 

公告の日から令和７年８月４日(月)午後５時１５分まで（必着） 

 

（３）提出方法 

① 質問・質問回答書（様式：ホームページ⑥質問・質問回答書）を用いること。 

② 持参又は郵送、ＦＡＸもしくは電子メールにより提出するものとし、電子メール以外の
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方法で提出した場合は、同内容を電子メールに添付して送付すること。 

③ 持参による場合は、休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分までに提出すること。 

④ 電話による問合せは受け付けない。 

（４）受付場所 ４(３)に同じ。 

（５）回答方法 

回答は、令和７年８月１８日(月)（予定）までに、市ホームページに掲載する。 

 

11 プレゼンテーション及び質疑応答 

（１）日時 令和７年１０月上旬（予定） 

（２）場所 佐野市役所内会議室（予定） 

※詳細な日時等については、「提案書の提出者の選定等通知」により連絡することとする。 

 

（３）実施方法 

① プレゼンテーションは２０分、質疑応答は１０分、合計３０分を目安とする。 

② プレゼンテーションは非公開とする。 

③ プレゼンテーションの実施方法は、自由形式とし、電子機器の利用を可とする。（必要

機材のうち、スクリーン及びプロジェクターは本市が用意する。その他パソコン等は各

自持参すること。） 

④ プレゼンテーション実施の際に、提案書提出時に提出していない新たな資料を提出する

ことはできないものとする。 

⑤ プレゼンテーションの参加者は、業務主任者及び機器操作者を含む５名までとし、プレ

ゼンテーション審査説明員一覧（様式：⑦プレゼンテーション審査説明員一覧）により

参加者の役職及び氏名を提案書提出時に届出るものとする。なお、プレゼンテーション

には、放課後児童クラブ従事者を必ず出席させること。 

⑥ プレゼンテーション当日に、指定された場所、時刻に来ない場合は、辞退したものとみ

なす。 
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12 提案書を特定するための基準 

(１)評価基準 

提案書を特定するための評価基準は次のとおりである。 

評価項目 評 価 の 視 点  配点 

１ 業務の実施方針、理解度 
放課後児童健全育成事業に対する十分な理解度が

あるか 
１０ 

２ 日常の運営 

児童目線での運営が考えられているか １０ 

保護者や学校等との連携に対する考え方が妥当か ５ 

苦情や要望への対応策が考えられているか ５ 

３ 支援員等の配置及び研修 

支援員等の配置体制は適当か １０ 

支援員等へのサポート体制（メンタルヘルス等）が

考えられているか 
５ 

支援員等の研修及び育成体制が確立されているか １０ 

支援員等の継続雇用や代替員の確保体制が確立さ

れているか 
５ 

４ 安全管理体制 

事故防止の対策が考えられているか ５ 

災害時のこどもの安全確保策が確立されているか ５ 

児童の健康管理（アレルギー対策等）に対する対応

が適切か 
５ 

法令遵守への取り組みが行われているか ５ 

５ プレゼンテーション 
説明に説得力があるか ５ 

質疑応答等が的確で、論理的か ５ 

６ コスト 

見積金額及び積算内訳から次のとおり算出する 

評価点＝配点×（（提案者の中の最低提案事業費）

÷（当該提案者の提案事業費） 

１０ 

合     計 １００ 

 ※コストの評価点は、最低額を提案した事業者を１０点とする。 

 ※最低額提案事業者以外は、小数点第２位以下を切り捨てた、小数点第１位の数値を評価点

とする。 

(２)順位の確定方法 

   提案書の特定は、評価項目による評価の結果、評価点数の高いものを最優秀者とする。

ただし、最上位の点数の者が複数ある場合には、（１）評価基準の「日常の運営」の項目の 

  点数が最上位の者を選定する。なお、提案者が１者のみの場合については、基準点を満た

した場合に最優秀者とする。 

 (３)基準点 

   各評価項目の６０％以上の得点を有し、かつ、配点合計の６０％以上の得点である６０点

以上とする。 
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13 提案書の特定及び非特定に関する事項 

提案書、プレゼンテーション等により提案内容を評価し、その結果を次のとおり通知する。 

（１）提出された提案書が最優秀となった者に対し、提案書が特定された旨を書面により通知

する。 

（２）提出された提案書が特定されなかった者に対しては、特定されなかった旨を書面により

通知する。 

（３）上記（２）の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日（休日を含まな

い。）以内に、書面により、非特定理由について説明を求めることができる。なお、説明

請求の受付場所及び受付時間は以下のとおり。 

① 受付場所 ４（３）と同じ。 

② 受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで（休日を除く） 

（４）上記（２）の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して１０日（休

日を含まない。）以内に書面により行うこととする。 

 

14 契約等に関する事項 

（１）契約候補者の特定 

本プロポーザルにおいて特定した最優秀者を、本業務委託契約に係る随意契約の相手方と

して特定するとともに、業務の仕様内容を協議し、業務の発注が整った段階で、本市財務規

則に定める手続きにより契約を締結する。 

ただし、次のいずれかに該当し、最優秀者から見積書の受領及び業務委託契約が締結でき

ない場合には、次点者を契約の相手方として再特定するものとする。 

① 最優秀者が、地方自治法施行令第１６７条の４に該当することとなったとき。 

② 最優秀者が、佐野市から業務委託に係る指名停止を受けることとなったとき。 

③ 最優秀者が、特定後に本説明書に掲げる失格事項に該当して失格となったとき。 

④ 最優秀者との協議の結果、契約締結ができなかったとき。 

⑤ 最優秀者が本業務委託契約の締結を辞退したとき。 

⑥ その他の理由により最優秀者と業務委託契約の締結が不可能となったとき。 

（２）委託契約金額 

委託契約金額は、特定された提案内容・見積額を基に細部について、市と打合せを行い、

予算の範囲内で受注業務内容及び契約金額を決定する。また、支払いは毎月払いとし、契約

保証金は免除とする。 

 

15 参加者の失格 

参加者が次のいずれかに該当した場合には、その者の提出した参加表明書及び提案書等を無

効とし、本プロポーザルへの参加資格を失うこととする。 

（１）提案書等が提出期限までに提出されない場合 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３）本要領に定める資格要件を満たしていない、もしくは満たすことができなくなった場合 

（４）その他本要領の定めに反した場合 
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（５）本件に関して不正あるいは公平さを欠く行為等があった場合 

 

16 その他の留意事項 

（１）本プロポーザルに係る提案内容の評価及び契約候補者の特定は、「佐野市こどもクラブ運

営業務提案者選定審査委員会」において行う。 

（２）提出期限までに参加表明書を提出しない者及び提案書の提出者に選定された旨の通知を

受けなかった者は、提案書を提出することができないものとする。 

（３）参加表明書及び提案書の作成及び提出等に関する費用は、提出者の負担とする。 

（４）参加表明書及び提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書及び提案書を無効とする

とともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがある。 

（５）提出された提案書等は返却しない。 

（６）本プロポーザルにおける評価結果は公表するものとする。公表する内容は、プロポーザ

ル参加者名、特定された者の名称及び住所、総合評価点とする。 

（７）本説明書に定めのない事項ならびに本要領に疑義が生じた場合は、協議により定める。 

 


